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【手続補正書】
【提出日】平成27年10月8日(2015.10.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブランクの中央パネル領域を囲むブランク材料の軸方向に延在する環状部分を圧迫する
ことによってブランクを再成形して、環状部分の少なくとも半径方向内側部分を、環状部
分は最初軸方向に延在する方向に、軸方向に、中央パネルの反対側に供給される環状のく
ぼみの形状に流し込んで環状のくぼみの形状を実質的に採用させること；及び
　更に、張力下ブランクの少なくとも中央パネル領域を用いて軸方向の圧迫下ブランクを
再成形すること
を含む、缶の端部の製造方法。
【請求項２】
　ブランクを再成形することは、
　環状部分を、中央パネル領域から半径方向外側に延在する環状ツール表面に対して軸方
向に圧迫すること、
　ブランクの環状部分が最初軸方向に延在する方向から離れて軸方向に曲がること、
　環状部分が最初軸方向に延在する方向に向かって後ろに面する凹状環状のくぼみで終わ
ることを、
　環状部分の少なくとも半径方向最も内側部分が、中央パネル領域の半径方向外側端から
環状ツール表面の周囲を半径方向外側に巻いて、該環状ツール表面の形状を実質的に採用
するように
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　環状のくぼみは、その半径方向外側端で、軸方向外側に面する環状凹状部分を含み、軸
方向外側凹状で半径方向外側に延在するビーズ部分の形成を促進するように構成される、
請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　環状部分の少なくとも半径方向内側部分を、環状のくぼみの形状に流れ込ませ、環状の
くぼみの形状を実質的に採用させるために、ブランクを軸方向に圧迫することは、環状く
ぼみの半径方向外側端部から、該軸方向の圧迫を容易にするために保持されるブランクの
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最も外側の周辺部分に、軸方向に延在する環状部分の残余部分に予備的な半径方向内側曲
線を与える、請求項１、２又は３に記載の方法。
【請求項５】
　ブランクを再成形することは、ブランクを更に軸方向に圧迫して、環状部分の残余部分
の該予備的な半径方向内側の曲線を更に半径方向内側に変形させることを含む、請求項４
に記載の方法。
【請求項６】
　ブランクを更に軸方向に圧迫することは、外側チャック・ウォール・ツールによって、
環状部分の残余部分の軸方向外側を支持することを含み、半径方向内側曲線残余部分の軸
方向外側端部は、該更なる軸方向の圧迫によって、缶の端のチャック・ウォールの少なく
とも部分に成形される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　再成形及び更なる再成形の全ては、一回の動作によって行われ、少しずつ軸方向に圧縮
してブランクの環状部分を再成形する請求項１～６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　中央パネル領域から半径方向外側に延在する環状ツール表面に対して、ブランクの中央
パネル領域を囲むブランク材料の軸方向に延在する環状部分を圧迫すること、
　ブランクの環状部分が最初に軸方向に延在する方向から離れて軸方向に曲がること、
　環状部分が最初は軸方向に延在する方向に向かって後ろに面する凹状環状くぼみで終わ
ることによって、
　環状部分の少なくとも半径方向最も内側部分が、中央パネル領域の半径方向外側端から
環状ツール表面の周囲に半径方向外側に巻き、該環状ツール表面の形状を採用するように
　ブランクを再成形することを含む、缶の端の製造方法。
【請求項９】
　軸方向に延在する環状部分として最も外側周辺部分に中央パネル領域から半径方向及び
軸方向外側に延在するように、ブランクの中間環状部分を引くために、ブランクの中央パ
ネル領域に対して、軸方向外側方向にブランクの最も外側周辺部分を引くことによって、
ブランクを軸方向に引くことを更に含む請求項１～８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　軸方向にブランクを引くことは、ブランクの中央パネル領域の近くのブランクの環状部
分に、予備的な半径方向外側の曲線を導入する請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれかに記載の方法に基づく缶の端を製造するように構成される缶
の端の製造装置。
【請求項１２】
　缶の端を製造するときにブランクの内側に対して圧迫する内側中央パネル・ツールであ
って、そのツールに対してブランクを再成形するためのツールを含み、そのツールは、軸
方向外側に面する中央パネル領域、中央パネル領域から軸方向内側で半径方向外側に延在
する傾斜した周囲表面を含み、軸方向外側に面する凹状環状くぼみのその半径方向外側周
囲端でおわる、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　該傾斜した周囲の表面は、半径方向外側方向に中央パネル領域から離れて少しずつ軸方
向内側に曲がり、ドーム状凸状の環として該傾斜を形成する、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　該凹状環状くぼみは、凹状に曲がっている、請求項１２又は１３に記載の装置。
【請求項１５】
　加圧される内容物用の缶の缶体の一つの軸端に結合されるべき缶の端を製造するための
ツーリングを含み、
　ツーリングは、缶の内側に対応する缶の端の内側を形成し、内側ウォール・ツールと同
心的に配置されるように並べられて、内側ウォール・ツールの半径方向内側ウォールに実
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質的に隣接するための内側中央パネル・ツールを含み、
　該内側中央パネル・ツールは、内側中央パネル・ツールの中央パネル領域から半径方向
外側方向に軸方向内側に傾斜する周囲の表面を、
　該周囲の表面は、内側ウォール・ツールの該内側ウォールと一緒に、中央パネル領域の
軸方向内側に環状くぼみを規定するように、有し、
　該環状くぼみは、内側中央パネル・ツールに対してブランクを軸方向に圧迫する再成形
プロセスの間に、缶の端の半径方向外側に延在するビーズの形成を促進するように構成さ
れる、請求項１１、１２、１３又は１４に記載の装置。
【請求項１６】
　該周囲の表面は、該中央パネル領域から半径方向外側に延在する該環状くぼみの半径方
向の幅の少なくとも２５％にわたる軸方向に対して傾斜する、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　内側ウォール・ツールの内側ウォールと一緒に、内側中央パネル・ツールに対してブラ
ンクを軸方向に圧迫する再成形プロセスの間、半径方向外側に延在するビーズの該形成を
促進するために、軸方向外側に面する凹状環状くぼみは、内側中央パネル・ツールの周囲
表面の半径方向外側端に形成される、請求項１５又は１６に記載の装置。
【請求項１８】
　該周囲の表面は、半径方向外側方向に中央パネル領域から離れて少しずつ軸方向内側に
凸状に曲がり、ドーム状凸状の環として該傾斜を形成する、請求項１５、１６又は１７に
記載の装置。
【請求項１９】
　缶の缶体の一つの軸の端に二重に継ぎ合わされるべき缶の端を製造するためのツーリン
グを含み、
　ツーリングは、缶の内側に対応する側の缶の端を形成し、缶の外側に対応する側の缶の
端を形成するための外側ツールの軸方向内側に配置されるように並べられる内側ツールを
含み、
　　内側中央パネル・ツール；
　　内側中央パネル・ツールと実質的に隣接し同心的に囲むように並べられる内側ウォー
ル・ツール；
　　内側中央パネル・ツールと対向する外側中央パネル・ツール；及び
　　外側中央パネル・ツールと実質的に隣接し同心的に囲むように配置され内側ウォール
・ツールと概して対向する少なくとも一の外側ウォール・ツール
　を含み、
　対向する内側及び外側ウォール・ツールは、対向する内側及び外側中央パネル・ツール
に対して、軸方向に動くことができ、
　外側中央パネル・ツールは、内側ウォール・ツールの半径方向内側ウォールの内径より
小さい外径を有し、外側中央パネル・ツールは、内側ウォール・ツール内に少なくとも部
分的に同心円状に配置可能であり、外側中央パネル・ツールを半径方向に囲む環状ギャッ
プを残し、
　内側中央パネル・ツールは、中央パネル領域から半径方向外側方向で軸方向内側に延在
し内側中央パネル・ツールの中央パネル領域を囲む周囲の環状表面を含み、
　周囲の環状表面は、内側ウォール・ツールの半径方向内側ウォールと一緒に、内側中央
パネル・ツールの中央パネル領域から軸方向内側に延在する環状くぼみを規定し、
　該環状くぼみは、該環状ギャップと実質的に対向する、請求項１１、１２、１３又は１
４に記載の装置。
【請求項２０】
　周囲の環状表面は、内側中央パネル・ツールに対してブランクを軸方向に圧迫する再成
形プロセスの間に半径方向外側に延在するくぼみの形成を促進するように構成される環状
くぼみ内のその半径方向外側端でおわる、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
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　少なくとも一の外側ウォール・ツールは、環状くぼみに実質的に対向する環状ギャップ
にわたって延在し外側中央パネル・ツールに実質的に隣接し同心的に囲むように並べられ
るチャック・ウォール・ツールを含む、請求項１９又は２０に記載の装置。
【請求項２２】
　チャック・ウォール・ツールは、環状くぼみに対向する軸方向内側に面する環状表面を
含み、該内側に面する表面は、半径方向外側方向で軸方向外側に傾斜する、請求項２１に
記載の装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　本発明の第八の要旨に基づいて、加圧される内容物用の缶の缶体の一つの軸端に結合さ
れるべき缶の端を製造するためのツーリング（又は道具もしくは工具一式（の設備）：to
oling）が提供され、それは、
　缶の内側に対応する缶の端の内側を形成し、内側ウォール・ツールと同心的に配置され
るように並べられて、内側ウォール・ツールの半径方向内側ウォールに実質的に隣接する
ための内側中央パネル・ツールを含み、
　該内側中央パネル・ツールは、内側中央パネル・ツールの中央パネル領域から半径方向
外側方向に軸方向内側に傾斜する周囲（又は周辺）の表面を、
　該周囲の表面は、内側ウォール・ツールの該内側ウォールと一緒に、中央パネル領域の
軸方向内側に環状くぼみを規定するように、有し、
　該環状くぼみは、内側中央パネル・ツールに対してブランクを軸方向に圧迫する再成形
プロセス（過程又は工程：process）の間に、缶の端の半径方向外側に延在するビーズの
形成を促進するように構成される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
　ツーリングの態様において、該周囲の表面は、該中央パネル領域から半径方向外側に延
在する該環状くぼみの半径方向の幅の少なくとも２５％にわたる軸方向に対して傾斜する
。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　ツーリングの更なる態様において、内側ウォール・ツールの内側ウォールと一緒に、内
側中央パネル・ツールに対してブランクを軸方向に圧迫する再成形プロセスの間、半径方
向外側に延在するビーズの該形成を促進するために、軸方向外側に面する凹状環状くぼみ
は、内側中央パネル・ツールの周囲表面の半径方向外側端に形成される。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００４５】
　本発明の第九の要旨に基づいて、缶の缶体の一つの軸の端に二重に継ぎ合わされる（又
はダブルシームされる：double-seamed）べき缶の端を製造するためのツーリングが提供
され、それは、
　缶の内側に対応する側の缶の端を形成し、缶の外側に対応する側の缶の端を形成するた
めの外側ツール（又は外側工具：outer tools）の軸方向内側に配置されるように並べら
れる内側ツール（又は内側工具：inner tools）を含み、
　　内側中央パネル・ツール；内側中央パネル・ツールと実質的に隣接し同心的に囲むよ
うに並べられる内側ウォール・ツール；内側中央パネル・ツールと対向する外側中央パネ
ル・ツール；外側中央パネル・ツールと実質的に隣接し同心的に囲むように配置され内側
ウォール・ツールと概して対向する少なくとも一の外側ウォール・ツールを含み、
　対向する内側及び外側ウォール・ツールは、対向する内側及び外側中央パネル・ツール
に対して、軸方向に動くことができ、
　外側中央パネル・ツールは、内側ウォール・ツールの半径方向内側ウォールの内径より
小さい外径を有し、外側中央パネル・ツールは、内側ウォール・ツール内に少なくとも部
分的に同心円状に配置可能であり、外側中央パネル・ツールを半径方向に囲む環状ギャッ
プを残し、
　内側中央パネル・ツールは、中央パネル領域から半径方向外側方向で軸方向内側に延在
し内側中央パネル・ツールの中央パネル領域を囲む周囲の環状表面を含み、
　周囲の環状表面は、内側ウォール・ツールの半径方向内側ウォールと一緒に、内側中央
パネル・ツールの中央パネル領域から軸方向内側に延在する環状くぼみを規定し、
　該環状くぼみは、該環状ギャップと実質的に対向する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２０４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２０４】
　本明細書は、付属書類１の内容及び開示を全体として組み込み、その付属書類は、本発
明に関する６９頁の明細書、特許請求の範囲及び図面を含み、それらは、参照することに
よって本発明の明細書、特許請求の範囲及び図面として、本明細書に組み込まれる。

　本明細書に含まれる主な態様を以下に示す。
　１．加圧される内容物用の缶のための缶の端であって、
　缶の端は、缶の缶体の一の軸の端に周囲の環状結合部分によって結合されるように構成
され、缶から外側に面するように配置される外側と、缶の内側に面するように配置される
内側を有し、
　缶の端は、
　　中央パネル；
　　中央パネルから軸方向内側で半径方向外側に延在し、中央パネルを環状に囲むパネル
・ウォール；
　　結合部分から半径方向及び軸方向内側に延在する環状チャック・ウォール構造；
　　パネル・ウォールの半径方向に外側の端とチャック・ウォール構造の半径方向に内側
の端の間に結合され、缶の端の外側に関してくぼんでおり、チャック・ウォール構造の半
径方向内側の縁に関して少なくとも部分的に半径方向外側に延在する環状ビーズ
を含み、
　凹状の環状ビーズの内側及び外側端に隣接するウォール部分は、缶の端の外側に対して
開くビーズ口を形成する、缶の端。
　２．該ビーズ口は、凹状環状ビーズの内側及び外側端に隣接するウォール部分が最も近
接する地点である上記１に記載の缶の端。
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　３．缶の端の中心軸を含む缶の端を通る平面に、環状ビーズは、実質的に円を記す断面
形状を示す、上記１又は２に記載の缶の端。
　４．形成される円から半径方向内側で軸方向外側方向に、環状ビーズは、外側に開く、
上記３に記載の缶の端。
　５．缶の端の中心軸を含む缶の端を通る平面内で、ビーズ口を形成する隣接ウォール部
分は、缶の端の外側に向かって環状ビーズの内側及び外側端から分岐する又は平行である
、上記１に記載の缶の端。
　６．加圧される内容物用の缶のための缶の端であって、
　缶の端は、缶の缶体の一の軸の端に周囲の環状結合部分によって結合されるように構成
され、缶から外側に面するように配置される外側と、缶の内側に面するように配置される
内側を有し、
　缶の端は、
　　中央パネル；
　　中央パネルから軸方向内側で半径方向外側に延在し、中央パネルを環状に囲むパネル
・ウォール；
　　結合部分から半径方向及び軸方向内側に延在する環状チャック・ウォール構造；
　　パネル・ウォールの半径方向に外側の端とチャック・ウォール構造の半径方向内側の
端の間に結合され、缶の端の外側に関してくぼみ、チャック・ウォール構造の半径方向内
側の縁に関して少なくとも部分的に半径方向外側に延在する環状ビーズ
を含み、
　缶の端の中心軸を含む缶の端を通る平面に、環状ビーズは、実質的に円を記す断面形状
を示し、及び
　環状ビーズの内側及び外側端に隣接するウォール部分は、記される円の軸方向外側で半
径方向内側に配置されるビーズ口を形成する、缶の端。
　７．該ビーズ口は、該記される円の中心に最も近い隣接ウォール部分が最も近接する地
点である上記６に記載の缶の端。
　８．パネル・ウォールは、缶の端の外側に関して凹状に曲がり、
　チャック・ウォール構造は、半径方向及び軸方向内側に延在する環状チャック・ウォー
ルを含み、環状チャック・ウォールの半径方向内側の端は、缶の端の外側に関して凸状に
曲がり、パネル・ウォールの外側表面と接触しない部分を介して環状ビーズと結合され、
　缶の端は、缶の端が缶体と結合され、缶内の内圧が増加して缶の端を外側に膨らませる
とき、凸状に曲がるパネル・ウォールは、環状チャック・ウォールの半径方向内側端で凸
状に曲がる部分に対して接触するように構成される、上記１～７のいずれかに記載の缶の
端。
　９．缶の端の中心軸を含む缶の端を通る平面内で、環状ビーズは、１８０°を超えて実
質的に連続的に凹状に曲がるビーズ・ウォールを有する断面形状を示し、
　該凹状ビーズ・ウォールは、缶の端の中心軸に関する４５°以上の角度でその外側端で
おわり、
　該角度は、中央パネルからチャック・ウォールに動くビーズ・ウォールの方向において
、凹状の湾曲の半径方向外側の端におけるパネル・ウォールの接線に、外側方向の中心軸
から（横）断面内で測られる、上記１～８のいずれかに記載の缶の端。
　１０．パネル・ウォールは、その半径方向外側の端で、環状ビーズの凹状湾曲と一体化
し、缶の端を通る該平面内で、凸状パネル・ウォールと凹状環状ビーズの間の遷移地点に
おける缶の端のウォールの接線は、半径方向外側方向において、該平面内で測られる、１
５０°以下の外側軸方向からの角度である、上記９に記載の缶の端。
　１１．パネル・ウォールは、缶の端の外側に関して凸状に曲がり、環状ビーズの凹状湾
曲にその半径方向に外側の端で一体化し、１８０°を超えて実質的に一定の湾曲を維持し
、
　缶の端の中心軸を含む缶の端を通る平面内で、凸状パネル・ウォールと凹状環状ビーズ
の間の遷移地点における缶の端のウォールの接線は、半径方向外側方向において、該平面
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内で測って、１５０°以下の外側軸方向からの角度である、上記１～８のいずれかに記載
の缶の端。
　１２．環状ビーズは、２２５度を超えて実質的に連続的に曲がる、上記９又は１１に記
載の缶の端。
　１３．軸の外側方向からの遷移地点における缶の端のウォールの接線の該角度は、１３
５°以下である、上記１０、１１又は１２に記載の缶の端。
　１４．加圧される内容物用の缶のための缶の端であって、
　缶の端は、缶の缶体の一の軸の端に周囲の環状結合部分によって結合されるように構成
され、缶から外側に面するように配置される外側と、缶の内側に面するように配置される
内側を有し、
　缶の端は、
　　中央パネル；
　　中央パネルから軸方向内側で半径方向外側に延在し、中央パネルを環状に囲むパネル
・ウォール；
　　結合部分から半径方向及び軸方向内側に延在する環状チャック・ウォール構造；
　　パネル・ウォールの半径方向外側の端とチャック・ウォール構造の半径方向内側の端
の間に結合され、缶の端の外側に関してくぼみ、チャック・ウォール構造の半径方向内側
の縁に関して少なくとも部分的に半径方向外側に延在する環状ビーズ
を含み、
　該パネル・ウォールと該環状ビーズは、外側に面する曲がった環状のくぼみが提供され
、中央パネル領域から延在する軸方向内側で半径方向外側に傾斜した表面を有する、その
周囲の半径方向外側の端に内側中央パネル・ツールに対してブランクを軸方向に押し付け
ることによる、ブランクを再成形することによって、一体的に成形され、それによって該
湾曲した環状くぼみは該環状ビーズを形成する、缶の端。
　１５．加圧される内容物用の缶のための缶の端であって、
　缶の端は、缶の缶体の一の軸の端に周囲の環状結合部分によって結合されるように構成
され、缶から外側に面するように配置される外側と、缶の内側に面するように配置される
内側を有し、
　缶の端は、
　　中央パネル；
　　中央パネルから軸方向内側で半径方向外側に延在し、中央パネルを環状に囲むパネル
・ウォール；
　　結合部分から半径方向及び軸方向内側に延在する環状チャック・ウォール構造；
　　パネル・ウォールの半径方向外側の端とチャック・ウォール構造の半径方向に内側の
端の間に結合され、缶の端の外側に関してくぼみ、チャック・ウォール構造の半径方向内
側の縁に関して少なくとも部分的に半径方向外側に延在する環状ビーズ
を含み、
　缶の端の材料は、チャック・ウォール構造の半径方向内側の端とパネル・ウォールの半
径方向外側の端の間でそれ自身接触しておらず又は折り重ねられていない、缶の端。
　１６．環状ビーズに供給されるカバー、ラベル、トークン、タブ又は他の材料を更に含
む上記１～１５のいずれかに記載の缶の端。
　１７．ブランクの中央パネル領域を囲むブランク材料の軸方向に延在する環状部分を圧
迫することによってブランクを再成形して、環状部分の少なくとも半径方向内側部分を、
環状部分は最初軸方向に延在する方向に、軸方向に、中央パネルの反対側に供給される環
状のくぼみの形状に流し込んで環状のくぼみの形状を実質的に採用させること；及び
　更に、張力下ブランクの少なくとも中央パネル領域を用いて軸方向の圧迫下ブランクを
再成形すること
を含む、缶の端部の製造方法。
　１８．ブランクを再成形することは、
　環状部分を、中央パネル領域から半径方向外側に延在する環状ツール表面に対して軸方
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向に圧迫すること、
　ブランクの環状部分が最初軸方向に延在する方向から離れて軸方向に曲がること、
　環状部分が最初軸方向に延在する方向に向かって後ろに面する凹状環状のくぼみで終わ
ることを、
　環状部分の少なくとも半径方向最も内側部分が、中央パネル領域の半径方向外側端から
環状ツール表面の周囲を半径方向外側に巻いて、該環状ツール表面の形状を実質的に採用
するように
含む、上記１７に記載の方法。
　１９．環状のくぼみは、その半径方向外側端で、軸方向外側に面する環状凹状部分を含
み、軸方向外側凹状で半径方向外側に延在するビーズ部分の形成を促進するように構成さ
れる、上記１７又は１８に記載の方法。
　２０．環状部分の少なくとも半径方向内側部分を、環状のくぼみの形状に流れ込ませ、
環状のくぼみの形状を実質的に採用させるために、ブランクを軸方向に圧迫することは、
環状くぼみの半径方向外側端部から、該軸方向の圧迫を容易にするために保持されるブラ
ンクの最も外側の周辺部分に、軸方向に延在する環状部分の残余部分に予備的な半径方向
内側曲線を与える、上記１７、１８又は１９に記載の方法。
　２１．ブランクを再成形することは、ブランクを更に軸方向に圧迫して、環状部分の残
余部分の該予備的な半径方向の曲線が更に半径方向内側に変形することを含む、上記２０
に記載の方法。
　２２．ブランクを更に軸方向に圧迫することは、外側チャック・ウォール・ツールによ
って、環状部分の残余部分の軸方向外側を支持することを含み、半径方向内側曲線残余部
分の軸方向外側端部は、該更なる軸方向の圧迫によって、缶の端のチャック・ウォールの
少なくとも部分に成形される、上記２１に記載の方法。
　２３．再成形及び更なる再成形の全ては、一回の動作によって行われ、少しずつ軸方向
に圧縮してブランクの環状部分を再成形する上記１７～２２のいずれかに記載の方法。
　２４．中央パネル領域から半径方向外側に延在する環状ツール表面に対して、ブランク
の中央パネル領域を囲むブランク材料の軸方向に延在する環状部分を圧迫すること、
　ブランクの環状部分が最初に軸方向に延在する方向から離れて軸方向に曲がること、
　環状部分が最初は軸方向に延在する方向に向かって後ろに面する凹状環状くぼみで終わ
ることによって、
　環状部分の少なくとも半径方向最も内側部分が、中央パネル領域の半径方向外側端から
環状ツール表面の周囲に半径方向外側に巻き、該環状ツール表面の形状を採用するように
　ブランクを再成形することを含む、缶の端の製造方法。
　２５．軸方向に延在する環状部分として最も外側周辺部分に中央パネル領域から半径方
向及び軸方向外側に延在するように、ブランクの中間環状部分を引くために、ブランクの
中央パネル領域に対して、軸方向外側方向にブランクの最も外側周辺部分を引くことによ
って、ブランクを軸方向に引くことを更に含む上記１７～２４のいずれかに記載の方法。
　２６．軸方向にブランクを引くことは、ブランクの中央パネル領域の近くのブランクの
環状部分に、予備的な半径方向外側の曲線を導入する上記２５に記載の方法。
　２７．缶の端を製造する際に、ブランクの内側に対してプレスする内側中央パネル・ツ
ールであって、
　該ツールに対してブランクを再成形するためのツールであり、
　ツールは、軸方向外側に面する中央パネル領域、及び中央パネル領域から軸方向内側で
半径方向外側に延在する傾斜する周囲の表面を含み、
　軸方向外側方向に面する凹状環状くぼみの半径方向外側周囲の端部で終わる、ツール。
　２８．該傾斜する周囲の表面は、中央パネル領域から離れて軸方向内側に徐々に曲がり
、半径方向外側方向にドーム状凸状の環として該傾斜を形成する上記２７に記載のツール
。
　２９．該凹状環状くぼみは、凹状に曲がる上記２７又は２８に記載のツール。
　３０．加圧される内容物用の缶の缶体の一つの軸の端部を製造するためのツーリングで
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あって、
　内側ウォール・ツールの半径方向内側ウォールと実質的に隣接するために、内側ウォー
ル・ツール内に同心的に配置されるように並べられ、缶の内側に対応する缶の端部の内側
を形成するための内側中央パネル・ツールを含み、
　該内側中央パネル・ツールは、内側中央パネル・ツールの中央パネル領域から半径方向
外側に、軸方向内側に傾斜する周囲の表面を有し、
　該周囲の表面は、内側ウォール・ツールの該内側ウォールと一緒に、中央パネル領域の
軸方向内側の環状くぼみを規定し、及び
　該環状くぼみは、内側中央パネル・ツールに対してブランクを軸方向に圧迫する再成形
工程の間に、缶の端に半径方向外側に延在するビーズの形成を促進するように構成される
、ツーリング。
　３１．該周囲の表面は、該中央パネル領域から半径方向外側に延在する該環状くぼみの
半径の幅の少なくとも２５％にわたる軸方向に対し傾斜する、上記３０に記載のツーリン
グ。
　３２．軸方向外側に面する凹状環状くぼみは、内側中央パネル・ツールの周囲の表面の
半径方向外側端部に形成され、内側ウォール・ツールの内側ウォールと一緒に、内側中央
パネル・ツールに対して、ブランクを軸方向に圧迫する再成形工程の間に、半径方向外側
に延在するビーズの該成形を促進する、上記３０又は３１に記載のツーリング。
　３３．該周囲の表面は、半径方向外側方向に、中央パネル領域から離れて徐々に軸方向
内側に凸状に曲がり、ドーム状凸状の環として該傾斜を形成する、上記３０、３１又は３
２に記載のツーリング。
　３４．缶の缶体の一つの軸方向の端に二重に継ぎ合わされる缶の端を製造するためのツ
ーリングであって、
　ツーリングは、
　缶の内側に対応する側の缶の端を形成し、缶の外側に対応する側の缶の端を形成する外
側ツールの軸方向内側に配置されるように並べられる内側ツール、
　　内側ツールは、
　　　内側中央パネル・ツール；
　　　内側中央パネル・ツールに実質的に隣接し同心的に囲んで並ばれる内側ウォール・
ツール、を含み、
　内側中央パネル・ツールに対向する外側中央パネル・ツール、及び
　外側中央パネル・ツールと実質的に隣接し同心的に周囲に並ばれる、内側ウォール・ツ
ールと一般的に対向する少なくとも一の外側ウォール・ツール、
を含み、
　対向する内側及び外側ウォール・ツールは、対向する内側及び外側中央パネル・ツール
に対して軸方向に動くことができ、
　外側中央パネル・ツールは、内側ウォール・ツールの半径方向内側ウォールの内径より
、小さい外径を有し、外側中央パネル・ツールは、内側ウォール・ツール内に少なくとも
部分的に同心的に使用することができ、外側中央パネル・ツールを半径方向に囲む環状ギ
ャップを残し、
　内側中央パネル・ツールは、中央パネル領域から半径方向外側方向で軸方向内側に延在
し、内側中央パネル・ツールの中央パネル領域を囲む周囲の環状表面を含み、周囲の環状
表面は、内側ウォール・ツールの半径方向内側ウォールと一緒に、内側中央パネル・ツー
ルの中央パネル領域から軸方向内側に延在する環状のくぼみを規定し、該環状のくぼみは
、該環状のギャップと実質的に対向する、ツーリング。
　３５．内側中央パネル・ツールに対して、ブランクを軸方向に圧迫する再成形工程の間
、半径方向外側に延在するくぼみの形成を促進するように構成される環状のくぼみ内の半
径方向外側端で、周囲の環状表面はおわる、上記３４に記載のツーリング。
　３６．少なくとも一の外側ウォール・ツールは、環状のくぼみに実質的に対向する環状
ギャップにわたって延在し、外側中央パネル・ツールに実質的に隣接し同心的に囲むよう
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に並べられるチャック・ウォール・ツールを含む、上記３４又は３５に記載のツーリング
。
　３７チャック・ウォール・ツールは、環状のくぼみと対向する軸方向内側に面する環状
表面を含み、該内側に面する表面は、半径方向外側で軸方向外側に傾斜する、上記３６に
記載のツーリング。
　３８．缶の一つの軸の端に結合される缶の端を有する缶体を含む加圧される内容物のた
めの缶であって、
　缶の端は、
　上記１～１６のいずれかに記載の缶の端；
　上記１７～２６のいずれかに記載の方法によって製造される缶の端；
　上記２７～２９のいずれかに記載のツールを使用して製造される缶の端；
　上記３０～３７のいずれかに記載のツーリングを使用して製造される缶の端
からなる群から選択される、缶。
　３９．上記１７～２６のいずれかに記載の方法に基づく缶の端を製造するように構成さ
れる缶の端の製造装置。
　４０．上記２７～２９のいずれかに記載のツール；及び／又は
　上記３０～３７のいずれかに記載のツーリング
を含む上記３９に記載の装置。
　４１．上記２７～２９のいずれかに記載のツール；及び／又は
　上記３０～３７のいずれかに記載のツーリング
を含む缶の端の製造装置。
　４２．缶の缶体の一つの軸の端に周囲の環状結合部分によって結合されるように構成さ
れ、缶から外側に向かって面するように並べられる外側と缶の内側に向かって面するよう
に並べられる内側を有する缶の端であって、
　缶の端の外側に関して凹状である環状構造であって、環状構造の半径方向内側の中央パ
ネル構造；及び環状構造を環状に囲み環状構造から軸方向及び半径方向外側に延在するチ
ャック・ウォール構造と結合する環状構造；及び
　凹状環状構造内に少なくとも部分的に供給される、カバー、ラベル、トークン又はタブ
、又は他の材料
を含む缶の端。
　４３．加圧される内容物用の缶のための缶の端であって、
　缶の端が缶体に結合され缶の内圧が増加するとき、環状構造の各側のウォール部分が、
凹状環状構造内に供給されるカバー、ラベル、トークン、タブ又は他の材料を閉じ込める
ように缶の端が変形するように配置される、上記４２に記載の缶の端。
　４４．カバー、ラベル、トークン又はタブは、缶の端の口を実質的に含み、缶の閉じた
外表面上の無菌の衛生的な条件を維持する上記４２又は４３に記載の缶の端。
　４５．カバー、ラベル、トーケ又はタブは、缶の端の開口及び／又は再閉鎖特徴部分と
、協力し又は、を形成する上記４２、４３又は４４に記載の缶の端。
　４６．カバー、ラベル、トークン、タブ又は他の材料は、凹状環状構造に供給されて、
補強をもたらし、缶の端の変形及び／又は破壊挙動を制御する上記４２、４３、４４又は
４５に記載の缶の端。
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